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雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
表

○
雇
用
対
策
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
六
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
大
量
の
雇
用
変
動
の
通
知
）

（
大
量
の
雇
用
変
動
の
通
知
）

第
四
条

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定

第
四
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
大
量
雇
用
変
動
が
あ
る
日
（
当
該
大
量
雇
用
変
動
に
係
る
離
職
の
全
部
が

す
る
大
量
雇
用
変
動
が
あ
る
日
（
当
該
大
量
雇
用
変
動
に
係
る
離
職
の
全
部
が

同
一
の
日
に
生
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
大
量
雇
用
変
動
に
係
る
最
後

同
一
の
日
に
生
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
大
量
雇
用
変
動
に
係
る
最
後

の
離
職
が
生
じ
る
日
）
の
少
な
く
と
も
一
月
前
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

の
離
職
が
生
じ
る
日
）
の
少
な
く
と
も
一
月
前
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

様
式
に
よ
り
、
当
該
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に

行
う
も
の
と
す
る

（
外
国
人
雇
用
状
況
の
通
知
）

新
た
に
外
国
人
を
雇

第
五
条

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、

い
入
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
実
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
日

ま
で
に
、
そ
の
雇
用
す
る
外
国
人
が
離
職
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
実
の

あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様

式
に
よ
り

う
も
の
と
す
る
。

行
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○
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
職
業
安
定
局
の
所
掌
事
務
）

（
職
業
安
定
局
の
所
掌
事
務
）

第
八
条

職
業
安
定
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
条

職
業
安
定
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

(

削
る)

一

雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
雇
用
対
策
基
本
計
画
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

一
～
十
三

(

略)

二
～
十
四

(

略)

２

高
齢
・
障
害
者
雇
用
対
策
部
は
、
前
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
十
一
号
に

２

高
齢
・
障
害
者
雇
用
対
策
部
は
、
前
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
二
号
に

掲
げ
る
事
務
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

掲
げ
る
事
務
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
政
府
が
行
う
障
害
者
の
職
業
紹
介
及

一

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
政
府
が
行
う
障
害
者
の
職
業
紹
介
及

び
職
業
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
求
人
及
び
求
職
の
結
合
に
係
る
調
整
に
関
す

び
職
業
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
求
人
及
び
求
職
の
結
合
に
係
る
調
整
に
関
す

る
こ
と
を
除
く
。
）
。

る
こ
と
を
除
く
。
）
。

二

前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
失
業
対
策
並
び
に
高
年
齢
者
等
（
高

二

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
失
業
対
策
並
び
に
高
年
齢
者
等
（
高

年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十

年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十

八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

、
炭
鉱
労
働
者
及
び
炭
鉱
離
職
者
並
び
に
日
雇
労
働
者
の
雇
用
機
会
の
確
保

、
炭
鉱
労
働
者
及
び
炭
鉱
離
職
者
並
び
に
日
雇
労
働
者
の
雇
用
機
会
の
確
保

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

三

前
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
高
年
齢
者
等
、
障
害
者
、
炭
鉱
労
働

三

前
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
高
年
齢
者
等
、
障
害
者
、
炭
鉱
労

者
及
び
炭
鉱
離
職
者
並
び
に
日
雇
労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

働
者
及
び
炭
鉱
離
職
者
並
び
に
日
雇
労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
関
す
る
こ
と

。
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（
雇
用
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
雇
用
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
五
条

雇
用
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
十
五
条

雇
用
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

(

削
る)

一

雇
用
対
策
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雇
用
対
策
基
本
計
画
の
策
定
及

び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

一
～
四

(

略)

二
～
五

(

略)
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○
労
働
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
分
科
会
）

（
分
科
会
）

第
六
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分

第
六
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分

科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名
称

所
掌
事
務

名
称

所
掌
事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

職
業
安
定
分

一

（
略
）

職
業
安
定
分

一

（
略
）

科
会

二

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

科
会

二

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労

、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労

働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
八
十
八
号
）
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等

年
法
律
第
八
十
八
号
）
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
、

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
、

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

地
域
雇
用
開
発
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三

十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
、
港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十

号
）
、
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（

三
年
法
律
第
四
十
号
）
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の

昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
、
港
湾
労
働
法
（
昭

確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管

和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労

理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五

働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の

十
七
号
）
、
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す

雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
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る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
、
看
護
師
等
の

律
第
五
十
七
号
）
、
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等

人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八

に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
、
看
護

十
六
号
）
、
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和

律
第
八
十
六
号
）
、
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す

四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料

る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
、
雇
用
保
険
法

の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
及
び
労
働
保
険
の

四
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た

保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律

事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

第
八
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ

ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）
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○
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
第
五
条
第
五
項
等
の
審
議
会
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

改

正

案

現

行

地
域
雇
用
開
発
促
進
法
第
五
条
第
五
項
及
び
第
六
条
第
六
項
の
審
議
会
を

地
域
雇
用
開
発
促
進
法
第
五
条
第
五
項
等
の
審
議
会
を
定
め
る
政
令

定
め
る
政
令

地
域
雇
用
開
発
促
進
法
第
五
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

地
域
雇
用
開
発
促
進
法
第
五
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
条
第
六
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
審
議
会
は
、
地
方
労
働
審
議
会
と
す
る
。

む
。
）
、
第
七
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
八
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政

令
で
定
め
る
審
議
会
は
、
地
方
労
働
審
議
会
と
す
る
。
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○
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
五
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
控
除
す
る
額
の
算
定
方
法
）

（
控
除
す
る
額
の
算
定
方
法
）

第
四
条
の
二

法
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
は
、
毎
事
業
年

第
四
条
の
二

法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
は
、
毎
事
業
年

度
、
同
項
に
規
定
す
る
対
象
資
産
の
処
分
に
要
す
る
費
用
を
勘
案
し
て
定
め
る

度
、
同
項
に
規
定
す
る
対
象
資
産
の
処
分
に
要
す
る
費
用
を
勘
案
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
等
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
等
）

第
五
条

機
構
は
、
法
附
則
第
四
条
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金

第
五
条

機
構
は
、
法
附
則
第
四
条
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
宿
舎
等
勘
定
に
係
る
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
宿
舎
等
勘
定
に
係
る
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）

を
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
宿
舎
等
勘
定
に
係
る
国

を
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
宿
舎
等
勘
定
に
係
る
国

庫
納
付
金
の
計
算
書
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
契
約
書
の
写
し
そ

庫
納
付
金
の
計
算
書
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
契
約
書
の
写
し
そ

の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に

の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
六
条

機
構
は
、
法
附
則
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の

第
六
条

機
構
は
、
法
附
則
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
介
護
労
働
者
福
祉
業
務
に
係
る
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
を

条
に
お
い
て
「
介
護
労
働
者
福
祉
業
務
に
係
る
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
を
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納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
介
護
労
働
者
福
祉
業
務
に

納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
介
護
労
働
者
福
祉
業
務
に

係
る
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
に
当
該
介
護
労
働
者
福
祉
業
務
に
係
る
国
庫
納
付

係
る
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
に
当
該
介
護
労
働
者
福
祉
業
務
に
係
る
国
庫
納
付

金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大

金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）

改

正

案

現

行

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お
り
と

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一
～
二
百
八
十
六

(
略)

一
～
二
百
八
十
六

(

略)

二
百
八
十
六
の
二

地
域
雇
用
開
発
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三

号
）

二
百
八
十
七
～
四
百
十
四

(

略)

二
百
八
十
七
～
四
百
十
四

(

略)


